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1. 本事業の目的と実施作業
本事業の目的及び実施業務と、該当する本紙の記載箇所を以下に示す。

法令手続データ等の利活用・オープンデータ化に向けた検討に必要となる産業保安・製品安全法令に基づく事故情報等の
データベース構築に向けた調査を行うこと本事業の目的*1

本事業の業務内容*1 実施作業 該当頁

*1 仕様書の内容に基づく *2 事故報告システムの構築にあたっては、保安ネット拡張以外の実装方針を含めて検討する必要がある

AsIs
調査

ToBe
検討

産業保安グループ各課室、産業保安監督部等及
び各法令の関係者(都道府県、独立行政法人、
関係団体、申請者等)へのアンケートの実施

現行業務フロー図の整理

システム化に向けて必要な課題を洗い出し、対応
の方向性(仮説)を整理 (既存システムからのデー
タ・システムの移行やデータ連携を想定)

仮説を基に、産業保安グループ各課室及び産業保
安監督部等と意見交換を行い、その結果を踏まえ
たシステム方式を構想し、システム構築スケジュール
及び要件定義書案を作成

システム構築及び運用の全ての経費の積算を行い、
「システム構築・運用経費積算書案」を作成

事故報告関係者にアンケート・ヒアリングを実施し、前作業で検
討した課題(仮説)の深堀と、追加での業務課題の洗い出しや
事故報告システムに必要な機能の検討を行った。

貴省からの受領資料やQA等を通して現行業務プロセスを整理
し、システム化に向けて検討すべき課題(仮説)の検討を行った。

各関係者へのアンケート・ヒアリング等を通して抽出された課題に
ついて対応要否の仕分けを行い、特に議論が必要なものは課
題検討会を通して対応方針の検討を行った。

これまでの検討を踏まえ、事故報告システムの全体像および必
要な機能を整理し、要件定義書案としてまとめた。

まとめた要件定義を基に、システム構築および運用に必要な役
務とその経費の積算を実施した。

3.(3)
P.12

3.(2)
P.11

3.(4)~(5)
P.14 - 43

3.(6)~(7)
P.44 - 56

4. 
P.58 - 61

事故報告をデータベース化する際の機能検討においては、既に産業保安・製品安全分野で稼働している保安ネットの拡張を
前提に検討を行っている*2本事業の進め方
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1. 本事業の目的と実施作業

(参考) 要件定義成果物一覧
本事業で作成した要件定義成果物の一覧は以下。

要件定義成果物 概要 作成単位 ファイル名

ToBe業務フロー

ToBe業務一覧

システムフロー

機能一覧

入出力項目定義書

データ移行対象一覧

非機能要件一覧

IF一覧

事故報告システム導入後の業務の流れを図式
化

事故報告システム導入後の業務内容を一覧化

事故報告システムの処理の流れを図式化

事故報告システムの持つ機能を一覧化

事故報告の手続き・管理等に使用する画面項
目を一覧化

事故報告システムへのデータ移行対象となる既存
システムや管理資料を一覧化

事故報告システムが満たさなければならない機能
特性を一覧化

事故報告システムとの連携が必要な他システムに
ついて一覧化

<法令名>_ToBe_業務フロー
_v1.0.pptx

<法令名>_ToBe_機能一覧
_v1.0.xlsx

<法令名>_ToBe_システムフロー
_v1.0.pptx

<法令名>_ToBe_業務一覧
_v1.0.xlsx

<法令名>_ToBe_入出力項目定義書
_v1.0.xlsx

共通_ToBe_データ移行対象一覧
_v1.0.xlsx

共通_ToBe_非機能要件一覧
_v1.0.xlsx

共通_ToBe_IF一覧
_v1.0.xlsx

法令ごとに作成
※ファイル語頭に法令名を表記

全法令まとめて作成
※ファイル語頭に「共通」を表記

1

2

3

4

5

6

7

8
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2. 事故報告に関する前提事項

（2）事故報告の対象手続
本事業でシステム化の検討を行う対象は、法令個別の事故報告計7手続である。

対象法令 対象手続

製品安全

電気

鉱山

火薬

高圧ガス

液石

法律名

ガス事業法

高圧ガス保安法

消費生活用製品安
全法

鉱山保安法

火薬類取締法

電気事業法

都市ガス ガス関係報告規則第四条

第三十五条, 第三十八条

第四十一条

第四十六条第一項、第二項
第五十二条第五項、第六項

電気関係報告規則第三条

ガス事業者及び準用事業者からのガス事故報告

液化石油ガス販売事業者や高圧ガスを貯蔵又は消費する者等から
の事故報告
※事故報告フローが異なることから、高圧ガスと液石の2種類の事故報告として扱う

製造・輸入事業者からの重大製品事故報告及びリコール関連の報
告書

鉱山事業者からの災害報告

都道府県知事からの火薬類事故報告

電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者からの電気事故
報告

第三十六条第二項
第六十三条第一項
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3. 事故報告システム検討内容

（1）検討の進め方
本事業では、まず事故報告に関する業務内容を整理し、業務課題を仮説として設定した。その後、関係者アン
ケート等を行い、現場意見を踏まえて検討すべき課題をまとめた。それらを基に法令担当者との個別検討会にて、
システム化範囲や各課題への対応方針を議論し、事故報告システムの要件として定義した。

• 貴省からの受領資料や、
個別QA・セッション等を通
して、現行業務プロセス
の全体像を把握

• システム構築に必要な要
件を整理し、弊社にて課
題(仮説)を洗い出し

• 課題(仮説)をベースに、
事故報告手続関係者に
アンケート・ヒアリングを
実施

• 回答を基に課題(仮説)
の妥当性を確認

• 関係者アンケートを通して、
現場目線での業務課題
を抽出

• 課題(仮説)から実際にシ
ステム化にあたり検討すべ
き課題を抽出し、課題一
覧表を作成

• 事故報告システム検討の
目的を踏まえ、具体的な
システム化対象範囲を検
討

• 一部法令では、既存シス
テムとのすみ分けやMETI
以外のユーザーの利用方
針等の個別論点を踏まえ
てシステム化範囲に反映

• システム化範囲の検討結
果を踏まえ、課題一覧表
上の各課題について個
別に対応要否・対応方
針を検討

• 議論が必要な課題は、法
令担当者との個別検討
会を実施して検討

現行業務の整理

STEP

1 関係者アンケートの実施

STEP

2
課題抽出

STEP

3 システム化範囲 個別課題の対応方針

システム化の検討

STEP

4

実
施
内
容

検
討
手
順

• 整理結果を踏まえ、現行
業務フローを作成

• 課題(仮説)を洗い出し

• 課題(仮説)の妥当性確
認

• 課題検討に必要な追加
資料の受領

• 現場目線での課題抽出
• 課題(仮説)・抽出課題を

基に課題一覧表を作成

• システム化範囲を確定
• 課題の対応方針を確定
• 検討結果を踏まえ、各種要件定義成果物を作成

実
施
結
果
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3. 事故報告システム検討内容

（2）現行業務の整理結果
システム化の検討のスタートとして、事故報告に関する業務の全量の整理を行った。整理においては、貴省からの
受領資料やQA等を通して現行業務プロセスを整理し、それらを基に課題(仮説)の洗い出しを行った。

作業手順 目的 実施内容 OUTPUT

現行業務のプロセス全量を整
理する。

各プロセスを詳細化し業務内
容を明確化する。

システムの構築に必要な要件
を確認し、課題(仮説)の洗い
出しを行う。

• 貴省から現行業務に関する資料を受領し、システ
ムで実装すべき範囲、他システムとの関連、部門
間の関連等を明確化し、AsIs業務フローを作成
した。

• AsIs業務フローを基に確認事項一覧を作成し、
業務詳細についてQAを実施した。

• 個別会議を通して業務の流れをご説明いただき、
法令ごとに業務内容を具体化した。

• QA・個別会議の結果を基に、AsIs業務一覧を
作成した。

• 受領・作成した資料類を基に、各業務で利用する
機能を洗い出し、システムを構築する上で想定され
る課題(仮説)(計72件)を洗い出した。

1
業務全体像の
把握(Lv.1)

2
業務プロセスの
詳細化(Lv.2)

3
課題(仮説)の
洗い出し

• AsIs業務一覧

• AsIs業務フロー

• 帳票一覧
• 課題表(仮説)

1

STEP
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3. 事故報告システム検討内容

（3）関係者アンケートの実施結果
現行業務の詳細や課題(仮説)の妥当性を確認するため、事故報告手続関係者にアンケート・ヒアリングを実施。
さらにアンケート結果からも現行業務課題を抽出し、後続にて検討する課題一覧として整理した。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
観
点

対
象
者
と
選
定
基
準

実
施
結
果

1回目
アンケート

• 現行業務の整理結果を踏まえて立てた課
題(仮説)が正しいかの確認

• 事故報告業務の手続電子化に対して懸
念事項はないかの確認

• 現行業務内容の詳細確認

• 本省
• 事業者
• 都道府県
• 監督部
• 関係団体

本省・関係団体に加え、下
記条件で対象者を選定*。
• 事業者は電子申請/紙申請

の2者
• 都道府県は独自フォーマット有

/無の2者
• 監督部は事故発生数最多/

中間/最少の3者

• 既存システムの設計資料類、公表資料
や事故台帳等の管理資料類を受領

• 回答内容から現行業務の課題抽出

2回目
アンケート・ヒアリング

• 1回目のアンケートを終えて課題抽出を
行った結果、詳細の深堀りが必要になっ
た事項の確認

• 抽出した課題の対応方針の確認

• 本省
• 事業者
• 都道府県
• 監督部
• 関係団体

1回目のアンケート対象者
のうち、追加での確認事項
があった者

• 回答内容から現行業務の課題抽出
• 回答内容を基に抽出された課題の対応

方針案を検討

3回目
アンケート (電気・都市ガスのみ)

• 入出力項目定義やデータ移行の検討に
あたり、全国の監督部の独自確認項目
や内部管理台帳の洗い出し

• 事故報告システム構築後の行政側修正
フローの共有

• 速報・詳報の複数提出ケース有無確認
(電気のみ)

• 監督部 電気・都市ガスの全国の監
督部

• 独自確認項目と内部管理台帳を受領
• 回答内容を各種要件定義成果物に反

映

2
STEP

* 弊社にて条件を提示し、貴省にて適切な対象者をご選定・ご調整いただいた。
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3. 事故報告システム検討内容
（5）法令別システム化の具体的な方向性

①システム化検討方針(製品安全)
事故報告システム構築の目的を踏まえ、各観点から具体的なシステム化方針を検討した。

システム化検討観点(※再掲) システム化方針 理由

1行政監督体制の高度化・先進化
収集した法令手続きデータ等を活用し、行政監
督体制の高度化・先進化等に寄与すること

2データ駆動型の保安実現
事故情報や優良対策事例等を効果的に公開
することによる、データ駆動型の保安実現に寄与
すること

3効率的なデータ収集
アナログ業務の電子化やデータ管理の一元化等
を図り、効率的なデータ収集に寄与すること

4業務負荷軽減
システム化により「データ入力」や「データ分析」等
の業務が新たに発生することを見据え、AsIsの
業務課題を解決することで、システム化前後の業
務負荷削減に寄与すること

報告様式や報告項目の記載ルールの統一、
フリーテキスト項目の構造化や項目細分化
を行う。

現行業務で製品安全ガイドで公表してい
る事故情報とリコール情報を、事故報告シ
ステムで公表する。 (※GビズID非保持者
向けの公開方法は検討中)

事故報告、およびリコール報告の提出・受
理業務の電子化を行い、加えて行政の管
理項目や独自確認項目を事故報告システ
ムに入力し、事故情報、リコール情報を一
元管理できるようにする。

現行システムにおける業務フローの改善を行
い、従来の紙申請の内容入力作業を事業
者に入力させることや、行政間の連絡作業
を削減させるようにする。

事業者からの報告内容や記載粒度を標準
化することで、今後のデータ利活用に利用し
やすいデータの蓄積ができるようにするため。

製品安全ガイドに登録されているデータに加
え、今後事故報告システムで申請される事
故情報やリコール情報を一元的に管理、公
開するため。

事故、およびリコールに関する情報をシステ
ムで一元管理し、データ利活用を見据えた
有用なデータ収集を行うため。

業務フローの改善を行い、事業者に報告内
容を入力させることにより、行政側での入力
負荷を削減する効果があることや、行政間
の連絡作業も削減する効果があるため。

4
STEP
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3. 事故報告システム検討内容
（5）法令別システム化の具体的な方向性

①システム化検討方針(電気)
事故報告システム構築の目的を踏まえ、各観点から具体的なシステム化方針を検討した。

システム化検討観点(※再掲) システム化方針 理由

1行政監督体制の高度化・先進化
収集した法令手続きデータ等を活用し、行政監
督体制の高度化・先進化等に寄与すること

2データ駆動型の保安実現
事故情報や優良対策事例等を効果的に公開
することによる、データ駆動型の保安実現に寄与
すること

3効率的なデータ収集
アナログ業務の電子化やデータ管理の一元化等
を図り、効率的なデータ収集に寄与すること

4業務負荷軽減
システム化により「データ入力」や「データ分析」等
の業務が新たに発生することを見据え、AsIsの
業務課題を解決することで、システム化前後の業
務負荷削減に寄与すること

現行業務で詳報公表システムを利用して公
開していた公表情報を、事故報告システム
上で公開する。(※GビズID非保持者向け
の公開方法は検討中)

事故報告の提出・受理業務の電子化に加
え、監督部の内部管理台帳の管理項目や
独自確認項目を事故報告システムに入力
し、事故情報を一元管理できるようにする。

既存システム(電気事故報告書管理システ
ム・詳報DB)を事故報告システムに統合す
る。

詳報DBを事故報告システムに統合し、効
率的に事故情報を公開するため。

事故に関する情報を事故報告システムで一
元管理し、データ利活用を見据えた有用な
データ収集を行うため。

複数システムへのデータ入力の手間や、シス
テム間の情報連携の手間を削減するため。
➡次頁参照

4
STEP

報告様式や報告項目の記載ルールの統一、
フリーテキスト項目の構造化や項目細分化
を行う。

事業者からの報告内容や記載粒度を標準
化することで、今後のデータ利活用に利用し
やすいデータの蓄積ができるようにするため。
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3. 事故報告システム検討内容
（5）法令別システム化の具体的な方向性

（参考）既存システムの統合方針
既存システムは、業務負荷の軽減やデータ一元化の観点から事故報告システムへ統合する方針となった。

既存システム

電気事故報告書
管理システム

詳報DB

詳報作成
支援システム

詳報管理
システム

詳報公表
システム

• 監督部にて事故報告データを入力し、分析に利
用

• 事業者が詳報を作成・提出

• NITEが詳報データを登録

• 公表用データの公開先

• NITEが詳報管理システムへの詳報データ登録
用にXMLファイルを抽出

用途 方針(案)

本省
管理

NITE
管理 • NITEが公表用データを作成

• 監督部がNITEにて作成した公表用データを確
認し、詳報公表システムへの公開設定を実施

事故報告システ
ムへ統合

:既存システム統合の検討余地がある業務(No)N

• 監督部にてエリアごとの事故情報統計表を出力

理由

• 現行業務で主な課題となってい
る既存システムへのデータ入力作
業や、データ連携用ファイルのやり
とりに掛かる業務負荷を軽減す
ることができるため

• データ利活用を見据え、事故情
報データを一元化するため

4
STEP
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3. 事故報告システム検討内容
（5）法令別システム化の具体的な方向性

①システム化検討方針(鉱山)
事故報告システム構築の目的を踏まえ、各観点から具体的なシステム化方針を検討した。

システム化検討観点(※再掲) システム化方針 理由

1行政監督体制の高度化・先進化
収集した法令手続きデータ等を活用し、行政監
督体制の高度化・先進化等に寄与すること

2データ駆動型の保安実現
事故情報や優良対策事例等を効果的に公開
することによる、データ駆動型の保安実現に寄与
すること

3効率的なデータ収集
アナログ業務の電子化やデータ管理の一元化等
を図り、効率的なデータ収集に寄与すること

4業務負荷軽減
システム化により「データ入力」や「データ分析」等
の業務が新たに発生することを見据え、AsIsの
業務課題を解決することで、システム化前後の業
務負荷削減に寄与すること

現行業務では災害事例DB(Excelファイ
ル)で公開していた公表情報を、事故報告
システムで公開する。(※GビズID非保持者
向けの公開方法は検討中)

事故報告の提出・受理業務の電子化に加
え、本省の内部管理台帳の管理項目や独
自確認項目を事故報告システムに入力し、
事故情報を一元管理できるようにする。

事故報告を事故報告システムで一元管理
することで、報告の提出状況自動確認や優
良事例検索等により事故報告の管理・集
計・公表情報作成をシステム上で行えるよ
うにする。

災害事例DB(Exelファイル)を事故報告シ
ステムに統合し、効率的に事故情報を公開
する。

事故に関する情報を事故報告システムで一
元管理し、データ利活用を見据えた有用な
データ収集を行うため。

事故情報を事故報告システムに一元化す
ることで、複数媒体へのデータ入力負荷を軽
減するため。
➡優良事例検索機能については次頁参照

4
STEP

報告様式や報告項目の記載ルールの統一、
フリーテキスト項目の構造化や項目細分化
を行う。また、現行の省内管理資料を基に
システムとして管理すべき事項を整理する。

事業者からの報告内容や記載粒度を標準
化することで、今後のデータ利活用に利用し
やすいデータの蓄積ができるようにするため。
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3. 事故報告システム検討内容
（5）法令別システム化の具体的な方向性

①システム化検討方針(火薬)
事故報告システム構築の目的を踏まえ、各観点から具体的なシステム化方針を検討した。

システム化検討観点(※再掲) システム化方針 理由

1行政監督体制の高度化・先進化
収集した法令手続きデータ等を活用し、行政監
督体制の高度化・先進化等に寄与すること

2データ駆動型の保安実現
事故情報や優良対策事例等を効果的に公開
することによる、データ駆動型の保安実現に寄与
すること

3効率的なデータ収集
アナログ業務の電子化やデータ管理の一元化等
を図り、効率的なデータ収集に寄与すること

4業務負荷軽減
システム化により「データ入力」や「データ分析」等
の業務が新たに発生することを見据え、AsIsの
業務課題を解決することで、システム化前後の業
務負荷削減に寄与すること

火薬類災害事故年報や火薬類事故防止
対策委託事業報告書で公開してい個別の
事故情報を事故報告システムで公開する。

事故報告の提出・受理業務の電子化に加
え、本省の内部管理台帳の管理項目や独
自確認項目を事故報告システムに入力し、
事故情報を一元管理できるようにする。

本省・監督部の内部管理台帳を事故報告
システムに統合する。

事故情報を事業者にリアルタイムで公開す
るため。
また、事故年報等の作成の際の集計の負
荷を軽減するため。

事故に関する情報を事故報告システムで一
元管理し、データ利活用を見据えた有用な
データ収集を行うため。

事故情報を事故報告システムに一元化す
ることで、複数媒体へのデータ入力や本省・
監督部間連携の負荷を軽減するため。

4
STEP

報告様式や報告項目の記載ルールの統一、
フリーテキスト項目の構造化や項目細分化
を行う。また、現行の省内管理資料を基に
システムとして管理すべき事項を整理する。

事業者からの報告内容や記載粒度を標準
化することで、今後のデータ利活用に利用し
やすいデータの蓄積ができるようにするため。
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3. 事故報告システム検討内容
（5）法令別システム化の具体的な方向性

①システム化検討方針(高圧ガス)
事故報告システム構築の目的を踏まえ、各観点から具体的なシステム化方針を検討した。

システム化検討観点(※再掲) システム化方針 理由

1行政監督体制の高度化・先進化
収集した法令手続きデータ等を活用し、行政監
督体制の高度化・先進化等に寄与すること

2データ駆動型の保安実現
事故情報や優良対策事例等を効果的に公開
することによる、データ駆動型の保安実現に寄与
すること

3効率的なデータ収集
アナログ業務の電子化やデータ管理の一元化等
を図り、効率的なデータ収集に寄与すること

4業務負荷軽減
システム化により「データ入力」や「データ分析」等
の業務が新たに発生することを見据え、AsIsの
業務課題を解決することで、システム化前後の業
務負荷削減に寄与すること

現行、高圧ガス保安法事故一覧表で公開
している個別の事故情報を事故報告システ
ムでも公開する。

事故報告の提出・受理業務の電子化に加
え、本省の内部管理台帳の管理項目や独
自確認項目を事故報告システムに入力し、
事故情報を一元管理できるようにする。

本省の内部管理台帳を事故報告システム
に統合する。
また、事故情報をCSV出力する機能を設
ける。

公表情報管理用のマスタテーブルを用意し
ておき、将来的に事故報告システム上で公
表業務を完結できるようになることに備えて
おくため。

事故に関する情報を事故報告システムで一
元管理し、データ利活用を見据えた有用な
データ収集を行うため。

事故情報を事故報告システムに一元化す
ることで、複数媒体へのデータ入力や本省・
監督部間連携の負荷を軽減するため。また、
事故情報をCSV出力することで、KHKへの
データ連携負荷を軽減するため。

4
STEP

報告様式や報告項目の記載ルールの統一、
フリーテキスト項目の構造化や項目細分化
を行う。また、現行の省内管理資料を基に
システムとして管理すべき事項を整理する。

事業者からの報告内容や記載粒度を標準
化することで、今後のデータ利活用に利用し
やすいデータの蓄積ができるようにするため。
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3. 事故報告システム検討内容
（5）法令別システム化の具体的な方向性

①システム化検討方針(液石)
事故報告システム構築の目的を踏まえ、各観点から具体的なシステム化方針を検討した。

システム化検討観点(※再掲) システム化方針 理由

1行政監督体制の高度化・先進化
収集した法令手続きデータ等を活用し、行政監
督体制の高度化・先進化等に寄与すること

2データ駆動型の保安実現
事故情報や優良対策事例等を効果的に公開
することによる、データ駆動型の保安実現に寄与
すること

3効率的なデータ収集
アナログ業務の電子化やデータ管理の一元化等
を図り、効率的なデータ収集に寄与すること

4業務負荷軽減
システム化により「データ入力」や「データ分析」等
の業務が新たに発生することを見据え、AsIsの
業務課題を解決することで、システム化前後の業
務負荷削減に寄与すること

重大製品事故の場合に作成するプレスリ
リース、ガス事故速報(概要一覧)の項目
を事故報告システム上で保持する。(※公
表資料はCSV出力したものを基に作成す
る。)

事故報告の提出・受理業務の電子化に加
え、本省の内部管理台帳の管理項目や独
自確認項目を事故報告システムに入力し、
事故情報を一元管理できるようにする。

本省・監督部の内部管理台帳を事故報告
システムに統合する。
また、各帳票(通知一覧表や取下依頼表
等)項目のCSV出力機能を設ける。

公表情報管理用のマスタテーブルを用意し
ておき、将来的に事故報告システム上で公
表業務を完結できるようになることに備えて
おくため。

事故に関する情報を事故報告システムで一
元管理し、データ利活用を見据えた有用な
データ収集を行うため。

事故情報を事故報告システムに一元化す
ることで、複数媒体へのデータ入力負荷を軽
減するため。また、事故情報をCSV出力す
ることで、消費者庁やKHKへのデータ連携
負荷を軽減するため。

4
STEP

報告様式や報告項目の記載ルールの統一、
フリーテキスト項目の構造化や項目細分化
を行う。また、現行の省内管理資料を基に
システムとして管理すべき事項を整理する。

事業者からの報告内容や記載粒度を標準
化することで、今後のデータ利活用に利用し
やすいデータの蓄積ができるようにするため。







Copyright © 2020 Accenture  All rights reserved. 41

3. 事故報告システム検討内容
（5）法令別システム化の具体的な方向性

①システム化検討方針(都市ガス)
事故報告システム構築の目的を踏まえ、各観点から具体的なシステム化方針を検討した。

システム化検討観点(※再掲) システム化方針 理由

1行政監督体制の高度化・先進化
収集した法令手続きデータ等を活用し、行政監
督体制の高度化・先進化等に寄与すること

2データ駆動型の保安実現
事故情報や優良対策事例等を効果的に公開
することによる、データ駆動型の保安実現に寄与
すること

3効率的なデータ収集
アナログ業務の電子化やデータ管理の一元化等
を図り、効率的なデータ収集に寄与すること

4業務負荷軽減
システム化により「データ入力」や「データ分析」等
の業務が新たに発生することを見据え、AsIsの
業務課題を解決することで、システム化前後の業
務負荷削減に寄与すること

重大製品事故の場合に作成するプレスリ
リース、ガス事故速報(概要一覧)の項目
を事故報告システム上で保持する。(※公
表資料はCSV出力したものを基に作成す
る。)

本省・監督部の内部管理台帳を事故報告
システムに統合する。
また、各帳票(通知一覧表や取下依頼表
等)項目のCSV出力機能を設ける。

公表情報管理用のマスタテーブルを用意し
ておき、将来的に事故報告システム上で公
表業務を完結できるようになることに備えて
おくため。

事故情報を事故報告システムに一元化す
ることで、複数媒体へのデータ入力負荷を軽
減するため。また、事故情報をCSV出力す
ることで、消費者庁やKHKへのデータ連携
負荷を軽減するため。

事故報告の提出・受理業務の電子化に加
え、監督部の内部管理台帳の管理項目や
独自確認項目を事故報告システムに入力
し、事故情報を一元管理できるようにする。

事故に関する情報を事故報告システムで一
元管理し、データ利活用を見据えた有用な
データ収集を行うため。

4
STEP

事業者からの報告内容や記載粒度を標準
化することで、今後のデータ利活用に利用し
やすいデータの蓄積ができるようにするため。

報告様式や報告項目の記載ルールの統一、
フリーテキスト項目の構造化や項目細分化
を行う。また、現行の省内管理資料を基に
システムとして管理すべき事項を整理する。
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3. 事故報告システム検討内容
（6）システムの全体像

②想定ユーザーと各管理情報の利用権限 (1/3)
事故報告システムを利用する想定ユーザーと利用機能を下記に示す。

参照 更新 削除 帳票
出力 審査 問合せ 取下げ

利用機能 データ参照
可能範囲利用イメージ

対象管理情報
法令ユーザー

共通

事業者
• 事故報告を提出する
• 公表情報を検索する*1

• 事業者から提出された手続を審査・受理
する*1

• 公表情報を作成する*1

• 関係団体が作成した公表情報を確認す
る*1

本省

• 事業者から提出された手続を審査・受理
する

• 事業者から提出された事故報告のデータ
入力を行う

製品安全
以外監督部

制限なし
- - -リコール情報管理マスタ

優良事例マスタ

- - -リコール公表情報管理マスタ

●*2 ●*2 ●*2 ●*2

●*2 ●*2 ●*2 ●*2

● ● ● ● - - -事故情報管理マスタ

● ● ● ● - - -公表情報管理マスタ

自組織が作成したデータ
のみ

- - -リコール情報管理マスタ

優良事例マスタ

- - -リコール公表情報管理マスタ

- - -事故情報管理マスタ

- - -公表情報管理マスタ

●*3 ×

× × × ×

●*2 × × ●*2

× × × ×

●*1 × × ●*1

● ● × ●事故手続情報

● ● ● ● - - -事故情報管理マスタ

● ●*1 ●*1 ●*1 - - -公表情報管理マスタ

● ● ●

自組織が作成したデータ、
自組織宛てに提出され
たデータのみ

*1 法令によって仕様の詳細は異なる
*2 製品安全の場合のみ
*3 鉱山の場合のみ

事故手続情報 × × ●● ● × ●

- - -●*3×

● ● × ●事故手続情報 ● ● ●

- - -●*3 ●*3 ●*3 ●*3
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3. 事故報告システム検討内容
（6）システムの全体像

②想定ユーザーと各管理情報の利用権限 (2/3)
(前頁の続き)

参照 更新 削除 帳票
出力 審査 問合せ 取下げ

利用機能 データ参照
可能範囲利用イメージ

対象
法令ユーザー

● × × ● - - -

制限なし

• 事業者から提出された速報・詳報を基に
公表用資料の作成等を実施する

• 事業者から提出された詳報のデータ入力
を行う

事故情報管理マスタ

電気

NITE

● ● × ● - - -公表情報管理マスタ

● ● × ●事故情報手続 × × ×

制限なし- - -リコール情報管理マスタ

● ● × ●事故情報手続 ● ● ●

- - -リコール公表情報管理マスタ

● × × ●

● × × ●

製品安全

• 事業者から提出された手続を審査・受理
し、METIへ受理後情報を連携する

• METIが作成した公表用情報を確認する

● ● × ● - - -事故情報管理マスタ

● × × ● - - -公表情報管理マスタ

制限なし- - -リコール情報管理マスタ

× × × ×事故情報手続

- - -リコール公表情報管理マスタ

× × × ×

● × × ●

• METIが作成した公表用情報を確認する

× × × × - - -事故情報管理マスタ

● × × ● - - -公表情報管理マスタ

消費者庁

× × ×
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3. 事故報告システム検討内容
（6）システムの全体像

②想定ユーザーと各管理情報の利用権限 (3/3)
(前頁の続き)

参照 更新 削除 帳票
出力 審査 問合せ 取下げ

利用機能
データ参照可能範囲利用イメージ

対象
法令ユーザー

自組織が作成したデータ、自
組織宛てに提出されたデータ
のみ

● ● × ●事故情報手続 × ● ●

火薬
高圧ガス

液石

• 事業者からの報告に基づき、監督
部へ事故情報を報告する

• METIが作成した公表用情報を確
認する

× × × × - - -事故情報管理マスタ

● × × ● - - -公表情報管理マスタ都道府県
※指定都市を含む

制限なし

× × × ×事故情報手続 × × ×

• 事業者から提出された速報・詳報を
基に公表用資料の作成・事故の集
計・分析等を行う。

● × × ● - - -事故情報管理マスタ

● × × ● - - -公表情報管理マスタ
高圧ガス
保安協会
(KHK)

高圧ガス
液石

都市ガス
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3. 事故報告システム検討内容
（6）システムの全体像 ③個別機能

a. アカウント管理 (ログイン) - gBizエントリーの事故報告提出可否について (1/2)
現行の保安ネットでは、法令によって利用可能なGビズアカウントが異なる。事故報告においては報告内容の審
査時に身元確認を運用として実施していることから、gBizエントリーの提出を認める方針となった。

法令

電気
設置者本人が申請

代行申請

製品安全

都市ガス・鉱山・液石・火薬

利用可能なgBizアカウント
gBizプライム gBizメンバー gBizエントリー

● ● ●

● ● ●

● ● ×

● ● ×

● ● ●

※gBizアカウントごとの保安ネットの参照権限
• gBizプライム: 同一法人および個人事業主のgBizメンバーが提出した申請内容・結果を参照可能

• gBizメンバー: 同一グループ内の他メンバーが提出した申請内容・結果を参照可能

• gBiz エントリー: 自身のアカウントから提出した申請内容・結果のみ参照可能

利用システム

保安ネット

全法令
（電気・製品安全・高圧ガス・都市ガス・

鉱山・液石・火薬）

事故情報
システム
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3. 事故報告システム検討内容
（6）システムの全体像 ③個別機能

a. アカウント管理(ログイン) - gBizエントリーの事故報告提出可否について (2/2)
(前頁の続き)

検討の背景

事故報告の内容には、個人名や電話番号等の「個人情報」に加えて、けがや入
院状況等の「機微情報*1」も含まれる。また、「一般に公表される情報」でもある
ことから、情報の取り扱いには慎重になる必要がある。

検討結果

事故報告提出者がgBizエントリーだった場合、
本人確認が必須*2

下記の運用を行うことで、gBizエントリーによる事故報告の提出を認める。

• 事業者から事故報告を受理する際に、提出者に対して電話等で身元確認を
行う。

• 事故報告の受理画面に身元確認実施有無のチェックボックスを設け、チェッ
クを行わないと受理ができない仕様とする。

*1 個人情報の中でも特に配慮が必要な情報と位置付け
られており、情報の取得や利用に制限のある情報。

<機微情報の例>
• 思想、信条又は宗教に関する事項
• 人種、民族、門地、本籍地（所在都道府県に関する情報を除く）、

身体・精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項
• 勤労者の団結権、団体交渉その他団体行動の行為に関する事項
• 集団示威行為への参加、請願権の行使その他の政治的権利の行使

に関する事項
• 保健医療又は性生活に関する事項
※事故報告においては「身体障害」と「保険医療」に関する情報が該当
※各法令で扱う機微情報は「共通_非機能要件一覧_ver.1.0.xlsx」
に記載

*2 gBizプライム、gBizメンバーであれば、アカウント登録
時に事業者の本人確認が取れていることから、事故報告
提出時の本人確認は不要の認識。
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4. 事故報告システムの導入に必要な役務
事故報告システムの導入に向けては、システムの設計・開発および運用・保守の他、管理データの1本化に向けた過
去の事故情報の移行や、利用者へのシステム導入の支援、プロジェクトの管理といった役務が必要と考えられる。

58

システム設計・開発  定義された要件に基づくシステムの設計開発を実施

データ移行
 現在本省や監督部等が電子もしくは紙で保有している情報の内、事故情報に関する過

去データをシステムに登録
※ 本事業で選定した移行対象については、P.59「（参考）データ移行」参照。

導入支援
 事故報告システムの利用者に対して、利用イメージに応じたシステム導入に向けた支援

を実施
※ 利用者および利用イメージと想定課題については、P.60「（参考）導入支援」参照。

システム運用・保守

 運用保守期間内において、事故報告システムが業務に支障なく稼働するよう、運用・保
守業務を実施、また該当業務を既存の保安ネット運用・保守業者へ引き継ぐ場合は引
継ぎ作業を実施
※ 引継ぎ時の想定作業については、P.61「（参考）システム運用・保守」参照。

プロジェクト管理
 プロジェクトの全体計画書を作成し、それに基づき、上記の全役務に対する品質・進捗・

課題・変更を管理
 必要となる各種関係者との調整の支援を実施
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4. 事故報告システムの導入に必要な役務

（参考）データ移行 – 対象データ概要
本事業にて選定したデータ移行対象となるデータは以下の通り。紙媒体やPDF形式データも含まれるため、移行
方式等の詳細を構築時に検討する必要がある。

データ
種別

詳細

現行管理
システムのデータ

内部
管理資料 その他

（現行の事故情報管理シス
テムがある場合）
該当システムから事故報告シ
ステムへ移行べきデータ

• 本省・監督部の独自管理
データ

• 内部での情報共有用管理
一覧 等

ー

製品安全

電気

液石

高圧ガス

都市ガス

鉱山

火薬

●
(製品安全ガイド上データ)

●
(詳報管理システム上データ)

●
(監督部内部管理データ) -

●
(内部管理アクセス上データ) -

●
(内部管理データ) -

-

-- ー

ー

ー

ー

• 一部PDF形式データあり

• 紙媒体およびPDF形式データの事例集
あり

• 一部PDF形式の事故年報データあり

-

-

- ●
(監督部内部管理データ)

●●
(内部管理データ)

-

●●
(内部管理データ)-

備考等
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4. 事故報告システムの導入に必要な役務

（参考）導入支援 - システム利用者詳細
システムの利用者毎に、導入時に想定される課題が異なる。システムの円滑な導入に向けては、各利用者の利
用イメージに応じた導入支援施策が必要となる。

法令ユーザー

共通

事業者

本省

製品安全
以外監督部

電気

NITE

製品安全消費者庁

製品安全

利用イメージ

• 事故報告を提出する
• 公表情報を検索する*

• 事業者から提出された手続を審査・受理する*
• 公表情報を作成する*
• 関係団体が作成した公表情報を確認する*

• 事業者から提出された手続を審査・受理する
• 事業者から提出された事故報告のデータ入力を行う

• 事業者から提出された速報・詳報を基に公表用資料
の作成等を実施する

• 事業者から提出された詳報のデータ入力を行う

• 事業者から提出された手続を審査・受理し、METIへ
受理後情報を連携する

• METIが作成した公表用情報を確認する

• METIが作成した公表用情報を確認する

• 事業者から提出された速報・詳報を基に公表用資料
の作成・事故の集計・分析等を行う。

高圧ガス
保安協会

(KHK)

高圧ガス
液石

都市ガス

想定される導入課題と留意点

• 電子申請導入後の業務フローや仕様のすり合わせが不十分で、電子申請
後にヘルプデスクへの問合せが発生し、業務効率が低下する可能性がある

• 法令ごとに、業務フロー、システムの操作方法についての整理が必要

• 電子申請導入後の業務フローの検討が不十分であり、電子申請後に本省
への問合せや相談が発生し、業務効率が低下する可能性がある

• 団体ごと、法令ごとの事故報告システムの利用方法の差異への留意が必要

• 事業者からの報告に基づき、監督部へ事故情報を報
告する

• METIが作成した公表用情報を確認する

火薬
高圧ガス

液石

都道府県
※指定都市を含む

• 電子申請化後も、紙媒体等での報告となり、行政側負荷が高止まりする可
能性がある

• 地域ごとのIT環境や管理主体の違いへの留意が必要報告者
(事業者側)

確認者
(行政側)

関係団体

* 法令によって仕様の詳細は異なる

• 電子申請化後も、紙媒体等での報告となり、行政側負荷が高止まりする可
能性がある

• 対象は多岐にわたるため、効率的な支援が必要
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4. 事故報告システムの導入に必要な役務

（参考）システム運用・保守 – 作業引継ぎ時の実施想定作業
前頁記載の作業について、保安ネット保守・運用業者への引継ぎを行う場合は、引継ぎ期間の実施作業として、
設計成果物の連携、保安ネット保守・運用業者の教育対応、引継ぎ初期対応を実施することが必要。

引継ぎにて実施すべき作業 作業内容

設計・構築工程資料の連携

 システム構築後に設計書一式に加えて、検討資料や検討会の議事録、
課題・ToDo管理ツールログ等、検討経緯がわかる資料を連携

 関係者からの受領資料等、設計・構築内で得た業務知見を整理し、連
携

保安ネット保守・運用業者の教育

 保安ネット保守・運用業者へ設計成果物連携後、保安ネット保守・運
用業者への引継ぎ会の実施や、質疑対応を実施

 加えて、保安ネット保守・運用業者と実施作業を一緒に行うシャドーイン
グや、保安ネット保守・運用業者の作業結果を確認するレビューを実施

引継ぎ初期対応
 引継ぎ初期は保守・運用業務を主体的に実施

 障害発生件数等の初期稼働対応の完了基準を設け、安定稼働状態
をもって保安ネット保守・運用業者へ引き継ぎ
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5. 用語定義

本省  経済産業省本省

事故報告システム  本事業にて検討を行う、事故報告の管理や報告・審査業務の電子化を行うための新システム

報告者（事業者側）  事故報告を実施するもの（法令により主体が異なるため、便宜的な名称として利用）

事故報告  2.(2)に記載の法令に基づき、事故の発生状況や内容について行われる報告

監督部  産業保安監督部および経済産業局

確認者（行政側）  報告者より事故の報告を受けるもの（法令により主体が異なるため、便宜的な名称として利用）

速報  事故報告において、最初に出される報告（法令や事故内容により省略されるものも存在）

詳報  事故報告において、速報に続いて提出される報告（法令や事故内容により省略されるものも存在）

関係団体  報告された事故に対する調査や分析等を実施するものであり、報告者・確認者ではない第三者

紙申請  電子申請が可能な手続きについて、紙媒体で報告されたもの

調達仕様書  各役務を調達する際に必要となる、調達対象のシステムや役務等に求められる要件等について纏められたドキュメント

システム仕様書  システム設計段階で作成されるドキュメント、機能、データ、サブシステム、ファイル、データベース、プログラム、インターフェイス、テスト計画、移行計画等に
ついて詳細に定められたドキュメント

保安ネット  2019年より稼働している、産業保安・製品安全関連法の手続の申請をオンライン化（電子申請）し、受理・審査するための電子申請システム

Pegaプラットフォーム  保安ネットに利用されているクラウドサービス

gBizID  様々な行政サービスを利用可能とする政府共通の認証システム


